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○水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進のための手引（概要）

○マイ・タイムラインを活用した防災教育の推進
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水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進
○ 近年、豪雨等の頻発化・激甚化により、学校でも浸水等の被害が多発し、教育活動の再開にも支障。また、令和３年度の流域治水
関連法の制定等で、学校を含めた、流域に関わる全ての関係者による治水対策の取組が必要。
○ 一方、令和3年6月の調査結果では、浸水想定区域に立地し地域防災計画で要配慮者利用施設として位置付けられた公立学校は
約２割。このうち、施設内や受変電設備への浸水対策済みは約15％であることなどが明らかになった。
○ 令和5年5月、学校設置者に対し、関係部局等と連携しながら、ハード・ソフト両面から水害対策を検討していただくよう、学校
施設の水害対策の考え方や検討手順等を示した手引を周知。

【図】多段階の浸水想定図（図右肩の数は年超過確率※）

※年超過確率1/10の降雨とは、毎年
１年間にその規模を超える降雨の発生
する確率が1/10（10%）の規模の
降雨。対して想定最大規模の降雨とは
、年超過確率1/1,000程度の降雨。

「水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進のための手引」のポイント

【参考③】学校教育活動の早期再開のための対策モデルを活用した検討

受変電設備のかさ上げ

止水板の設置

○ ハザード情報について、従来、想定最大規模など頻度の低い降雨による浸水想定しかな
かったが、令和３年度の流域治水関連法の制定等で、より頻度の高い洪水を想定した多
段階の浸水想定図の作成【図】が進められ、学校施設の水害対策の検討に必要な情報が
充実。
○手引では、主に災害時の児童生徒等の安全確保と教育活動の早期再開を実現すべく、
① 各自治体の河川担当や防災担当といった関係部局等と連携し、学校ごとに浸水の深さ
や発生頻度などのハザード情報を整理するとともに、

② 浸水が発生した際に想定される被害やその影響など学校ごとの脆弱性を確認し、対策
をとるべき学校の優先度を検討した上で、例えば、
・ ハード面：止水板の設置、受変電設備のかさ上げ、職員室等の上階移設、
・ ソフト面：気象情報による臨時休業等の措置、上階避難の設定
等の対策を検討する。

【手引】https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/063/toushin/mext_00002.html

２

【参考①】活用可能な支援制度

※学校教育活動の早期再開のためのハード対策として、対策目標とする浸水深を床下
浸水と床上浸水の影響度に応じて３段階で設定し、年超過確率1/10～1/100の頻
度の高い浸水への対策内容等を整理。

【参考②】対策例



マイ・タイムラインを活用した防災教育の推進
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令和５年５月30日
「学校における水害対策の推進について（通知）」を
都道府県知事・自治体教育委員会等向けに発出

ソフト対策として
「マイ・タイムライン」に
関する情報をまとめて紹介

自治体等に対して、ハード面
・ソフト面の両面からの水害
対策を推進するよう依頼

「学校安全ポータルサイト」のトップページに
「水害に備えた防災教育」のバナーを作成

「マイ・タイムライン」の概要
を解説

学校の防災教育での活用方法に
ついて紹介

「マイ・タイムライン」の効果
と共に、学校での防災教育で活
用可能な小・中学生向けマイ・
タイムライン検討ツール「逃げ
キッド」を紹介

国土交通省及び下館河川事務所
のホームページを紹介

学校のハード対策に役立つ資料への
リンクも掲載し、ハード・ソフト両
面からの水害対策を推進 3



指導参考資料「実践的な防災教育の手引き（小学校編）」

地震・津波・火山・大雨・竜巻等、様々な自然現象に対応した実践的な防災教育の
事例を多数紹介。
地震・竜巻・火山については、事前、訓練、振り返りの３ステップで実施する防災教
育プログラムを紹介。
学校現場で使いやすいように、ねらいや展開例等を明示。
給食配膳中や休憩時間中等を想定した、実践的な避難訓練の例も紹介。
発達段階に応じた防災教育を意識して作成されており、令和４年度は小学校編、令
和５年度は中学校・高等学校編を作成し、令和６年度は特別支援教育編を作成。

ねらい

評価

展開例

準備物等
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